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Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度 Ｒ１１年度

16
　旭

量の見込み① 52 45 44 41 42
1 年生 21 16 19 16 18
2 年生 19 20 16 18 16
3 年生 12 9 9 7 8
4 年生 0 0 0 0 0
5 年生 0 0 0 0 0
6 年生 0 0 0 0 0

確保量② 50 50 50 50 50
過不足（② - ①） △ 2 5 6 9 8

17
　和
田

量の見込み① 156 164 167 158 146
1 年生 64 73 67 59 56
2 年生 49 51 58 53 46
3 年生 35 33 35 39 36
4 年生 8 7 7 7 8
5 年生 0 0 0 0 0
6 年生 0 0 0 0 0

確保量② 159 159 159 159 159
過不足（② - ①） 3 △ 5 △ 8 1 13

18
　円
山

量の見込み① 139 145 144 147 150
1 年生 39 50 44 47 49
2 年生 48 40 51 44 48
3 年生 38 42 35 44 39
4 年生 12 11 12 10 12
5 年生 2 2 2 2 2
6 年生 0 0 0 0 0

確保量② 148 148 148 148 148
過不足（② - ①） 9 3 4 1 △ 2

19
　啓
蒙

量の見込み① 124 120 109 109 113
1 年生 52 40 34 42 44
2 年生 30 45 34 29 36
3 年生 27 17 26 20 17
4 年生 9 11 7 11 9
5 年生 4 5 6 4 5
6 年生 2 2 2 3 2

確保量② 120 120 120 120 120
過不足（② - ①） △ 4 0 11 11 7

20
　西
藤
島

量の見込み① 52 62 47 48 38
1 年生 23 35 18 23 17
2 年生 18 13 19 10 13
3 年生 11 14 10 15 8
4 年生 0 0 0 0 0
5 年生 0 0 0 0 0
6 年生 0 0 0 0 0

確保量② 60 60 60 60 60
過不足（② - ①） 8 △ 2 13 12 22
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Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度 Ｒ１１年度

21
　中
藤

量の見込み① 180 178 158 157 154
1 年生 67 65 53 66 58
2 年生 72 63 60 49 61
3 年生 37 47 41 39 32
4 年生 4 3 4 3 3
5 年生 0 0 0 0 0
6 年生 0 0 0 0 0

確保量② 190 190 190 190 190
過不足（② - ①） 10 12 32 33 36

22
　河
合

量の見込み① 31 28 29 28 35
1 年生 18 9 13 14 17
2 年生 7 11 5 8 9
3 年生 5 7 11 5 8
4 年生 0 0 0 0 0
5 年生 1 1 0 1 1
6 年生 0 0 0 0 0

確保量② 30 30 30 30 30
過不足（② - ①） △ 1 2 1 2 △ 5

23
　岡
保

量の見込み① 34 28 25 23 20
1 年生 15 12 11 9 8
2 年生 5 8 7 6 5
3 年生 7 3 5 4 4
4 年生 7 5 2 4 3
5 年生 0 0 0 0 0
6 年生 0 0 0 0 0

確保量② 30 30 30 30 30
過不足（② - ①） △ 4 2 5 7 10

24
　東
藤
島

量の見込み① 32 32 32 29 27
1 年生 4 4 3 3 3
2 年生 10 14 13 9 9
3 年生 9 8 11 10 8
4 年生 9 6 5 7 7
5 年生 0 0 0 0 0
6 年生 0 0 0 0 0

確保量② 40 40 40 40 40
過不足（② - ①） 8 8 8 11 13

25
　森
田

量の見込み① 328 321 337 344 369
1 年生 126 109 130 131 141
2 年生 97 110 95 113 114
3 年生 89 87 98 84 100
4 年生 16 15 14 16 14
5 年生 0 0 0 0 0
6 年生 0 0 0 0 0

確保量② 320 320 350 350 350
過不足（② - ①） △ 8 △ 1 13 6 △ 19
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Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度 Ｒ１１年度

26
　明
新

量の見込み① 297 274 248 233 225
1 年生 116 79 80 87 77
2 年生 96 103 70 71 77
3 年生 64 72 77 52 53
4 年生 15 14 15 17 11
5 年生 6 6 6 6 7
6 年生 0 0 0 0 0

確保量② 286 286 286 286 286
過不足（② - ①） △ 11 12 38 53 61

27
　日
新

量の見込み① 83 89 85 84 85
1 年生 28 27 22 25 24
2 年生 23 34 32 27 31
3 年生 19 14 20 19 16
4 年生 10 11 8 11 11
5 年生 3 3 3 2 3
6 年生 0 0 0 0 0

確保量② 90 90 90 90 90
過不足（② - ①） 7 1 5 6 5

28
　安
居

量の見込み① 32 29 23 20 19
1 年生 8 9 4 6 8
2 年生 13 8 10 4 6
3 年生 8 10 6 8 3
4 年生 3 2 3 2 2
5 年生 0 0 0 0 0
6 年生 0 0 0 0 0

確保量② 40 40 40 40 40
過不足（② - ①） 8 11 17 20 21

29
　殿
下

量の見込み① 0 0 0 0 0
1 年生 0 0 0 0 0
2 年生 0 0 0 0 0
3 年生 0 0 0 0 0
4 年生 0 0 0 0 0
5 年生 0 0 0 0 0
6 年生 0 0 0 0 0

確保量② 0 0 0 0 0
過不足（② - ①） 0 0 0 0 0

30
　越
廼

量の見込み① 16 7 15 5 5
1 年生 1 0 1 2 0
2 年生 0 0 0 0 0
3 年生 1 4 1 0 1
4 年生 10 2 8 2 0
5 年生 0 0 0 0 0
6 年生 4 1 5 1 4

確保量② 20 20 20 20 20
過不足（② - ①） 4 13 5 15 15
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Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度 Ｒ１１年度

31
　清
水
西

量の見込み① 59 54 49 44 40
1年生 21 17 14 14 13
2年生 19 20 17 14 14
3年生 14 12 13 11 8
4年生 2 2 2 2 2
5年生 3 3 3 3 3
6年生 0 0 0 0 0

確保量② 70 70 70 70 70
過不足（② -①） 11 16 21 26 30

32
　清
水
東

量の見込み① 0 0 0 0 0
1年生 0 0 0 0 0
2年生 0 0 0 0 0
3年生 0 0 0 0 0
4年生 0 0 0 0 0
5年生 0 0 0 0 0
6年生 0 0 0 0 0

確保量② 0 0 0 0 0
過不足（② -①） 0 0 0 0 0

33
　清
水
南

量の見込み① 40 34 31 32 38
1年生 7 8 12 8 14
2年生 8 7 8 12 8
3年生 20 8 7 8 12
4年生 5 11 4 4 4
5年生 0 0 0 0 0
6年生 0 0 0 0 0

確保量② 40 40 40 40 40
過不足（② -①） 0 6 9 8 2

34
　清
水
北

量の見込み① 31 33 31 29 24
1年生 6 9 6 7 4
2年生 10 11 12 8 10
3年生 11 7 8 10 6
4年生 1 2 1 1 1
5年生 3 3 3 2 2
6年生 0 1 1 1 1

確保量② 40 40 40 40 40
過不足（② -①） 9 7 9 11 16

35
　大
安
寺

量の見込み① 8 8 6 7 7
1年生 2 2 2 3 1
2年生 1 2 2 2 3
3年生 2 1 1 1 1
4年生 3 3 1 1 2
5年生 0 0 0 0 0
6年生 0 0 0 0 0

確保量② 15 15 15 15 15
過不足（② -①） 7 7 9 8 8
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Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度 Ｒ１１年度

36
　国
見

量の見込み① 8 11 10 10 11
1 年生 2 3 1 2 1
2 年生 1 3 3 1 3
3 年生 2 1 3 3 1
4 年生 3 3 2 4 5
5 年生 0 1 1 0 1
6 年生 0 0 0 0 0

確保量② 10 10 10 10 10
過不足（② - ①） 2 △ 1 0 0 △ 1

37
　鶉

量の見込み① 28 29 28 28 28
1 年生 6 11 10 8 8
2 年生 10 6 10 9 8
3 年生 9 10 6 10 9
4 年生 3 2 2 1 3
5 年生 0 0 0 0 0
6 年生 0 0 0 0 0

確保量② 40 40 40 40 40
過不足（② - ①） 12 11 12 12 12

38
　本
郷

量の見込み① 14 21 20 18 16
1 年生 4 11 6 3 3
2 年生 3 3 8 5 2
3 年生 3 3 3 7 4
4 年生 3 2 2 2 6
5 年生 1 2 1 1 1
6 年生 0 0 0 0 0

確保量② 20 20 20 20 20
過不足（② - ①） 6 △ 1 0 2 4

39
　棗

量の見込み① 25 26 24 24 24
1 年生 3 3 5 2 3
2 年生 8 7 6 10 5
3 年生 7 7 6 5 9
4 年生 3 5 5 4 4
5 年生 2 1 1 1 1
6 年生 2 3 1 2 2

確保量② 29 29 29 29 29
過不足（② - ①） 4 3 5 5 5

40
　鷹
巣

量の見込み① 28 24 21 24 19
1 年生 7 3 6 4 1
2 年生 5 8 4 9 6
3 年生 3 3 3 2 3
4 年生 4 2 2 2 1
5 年生 3 5 3 5 5
6 年生 6 3 3 2 3

確保量② 35 35 35 35 35
過不足（② - ①） 7 11 14 11 16
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Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度 Ｒ１１年度

41
　長
橋

量の見込み① 0 0 0 0 0
1 年生 0 0 0 0 0
2 年生 0 0 0 0 0
3 年生 0 0 0 0 0
4 年生 0 0 0 0 0
5 年生 0 0 0 0 0
6 年生 0 0 0 0 0

確保量② 0 0 0 0 0
過不足（② - ①） 0 0 0 0 0

42
　酒
生

量の見込み① 46 54 51 50 40
1 年生 17 23 18 17 11
2 年生 15 13 17 13 13
3 年生 14 18 16 20 16
4 年生 0 0 0 0 0
5 年生 0 0 0 0 0
6 年生 0 0 0 0 0

確保量② 44 44 44 44 44
過不足（② - ①） △ 2 △ 10 △ 7 △ 6 4

43
　一
乗

量の見込み① 11 10 7 9 7
1 年生 0 0 0 0 0
2 年生 0 2 2 2 2
3 年生 4 0 2 2 2
4 年生 1 4 0 2 2
5 年生 3 1 2 0 1
6 年生 3 3 1 3 0

確保量② 20 20 20 20 20
過不足（② - ①） 9 10 13 11 13

44
　上
文
殊

量の見込み① 28 26 28 30 29
1 年生 4 5 7 5 5
2 年生 9 6 8 11 8
3 年生 5 6 4 6 8
4 年生 4 4 5 3 4
5 年生 4 2 2 3 2
6 年生 2 3 2 2 2

確保量② 30 30 30 30 30
過不足（② - ①） 2 4 2 0 1

45
　文
殊

量の見込み① 39 37 34 32 29
1 年生 9 6 8 7 6
2 年生 10 9 6 8 6
3 年生 7 10 8 5 7
4 年生 5 4 5 4 3
5 年生 7 7 6 7 6
6 年生 1 1 1 1 1

確保量② 40 40 40 40 40
過不足（② - ①） 1 3 6 8 11
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Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度 Ｒ１１年度

46
　六
条

量の見込み① 14 13 11 15 15
1年生 4 6 3 9 6
2年生 5 4 6 3 8
3年生 5 3 2 3 1
4年生 0 0 0 0 0
5年生 0 0 0 0 0
6年生 0 0 0 0 0

確保量② 20 20 20 20 20
過不足（② -①） 6 7 9 5 5

47
　東
郷

量の見込み① 42 44 47 44 46
1年生 21 25 24 21 25
2年生 13 14 17 16 15
3年生 8 5 6 7 6
4年生 0 0 0 0 0
5年生 0 0 0 0 0
6年生 0 0 0 0 0

確保量② 47 47 47 47 47
過不足（② -①） 5 3 0 3 1

48
　美
山
啓
明

量の見込み① 37 38 33 29 25
1年生 3 9 6 6 3
2年生 8 7 9 7 7
3年生 11 5 4 5 4
4年生 10 10 6 4 6
5年生 4 5 6 4 3
6年生 1 2 2 3 2

確保量② 40 40 40 40 40
過不足（② -①） 3 2 7 11 15

49
　下
宇
坂

量の見込み① 9 3 10 13 11
1年生 0 0 0 0 0
2年生 0 1 2 1 1
3年生 6 0 8 10 8
4年生 0 1 0 1 2
5年生 1 0 0 0 0
6年生 2 1 0 1 0

確保量② 40 40 40 40 40
過不足（② -①） 31 37 30 27 29

50
　羽
生

量の見込み① 0 0 0 0 0
1年生 0 0 0 0 0
2年生 0 0 0 0 0
3年生 0 0 0 0 0
4年生 0 0 0 0 0
5年生 0 0 0 0 0
6年生 0 0 0 0 0

確保量② 0 0 0 0 0
過不足（② -①） 0 0 0 0 0

※清水東は清水北、長橋は鷹巣、羽生は美山啓明でそれぞれ合同で実施しているため、量の見込みと確保量はそれぞれ
　の合計で算出しています。
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（３）子育て短期支援事業（ショートステイ）
ア　事業の内容

保護者の病気や出産、家族の看護等でこどもの世話ができない、また、冠婚葬祭や学校など
の行事でこどもを連れて行けない等の理由により、一時的に家庭で養育できないときにこども
を預かります。

イ　取組状況	 	 	 	 	 	 			（令和５年度）
施設数 最大利用可能人数 利用実績
２か所 １, ２７８人日／年 ６１７人日／年

※最大利用可能人数、利用実績には、市外施設1か所を含みます。

ウ　量の見込み及び確保方策
＜市全域＞	 （単位：人日／年）

Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度 Ｒ１１年度

量の見込み① 673 657 647 632 622

確保量② 1,278 1,278 1,278 1,278 1,278

過不足（②−①） 605 621 631 646 656

【確保方策】
既存施設で対応が可能です。

（４）地域子育て支援拠点事業
ア　事業の内容

地域子育て支援センターにおいて、乳幼児及びその保護者が相互に交流を行う場所を開設し、
子育て相談や講習会等を通して、子育て家庭の支援を行います。

イ　取組状況	 	 	 	 	 	 		 （令和５年度）
施設数 最大利用可能人数 利用実績
11か所 7,046 人日／月 3,756 人日／月

ウ　量の見込み及び確保方策
＜市全域＞	 （単位：人日／月）

　　　　　　 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度 Ｒ１１年度

量の見込み① 5,897 5,803 5,772 5,667 5,566

確保量② 7,615 7,615 7,615 7,615 7,615

過不足（②−①） 1,718 1,812 1,843 1,948 2,049

【確保方策】
既存施設で対応が可能です。
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（５－１）一時預かり事業（幼稚園型）
ア　事業の内容
幼稚園又は認定こども園に在籍する１号認定のこどもに対して、教育時間を超えて保育を行
います。

イ　取組状況　	 	 	 　　　　　　　		（平成５年度）
施設種類 施設数 利用実績

幼稚園・認定こども園 71か所 113,781人日／年

ウ　量の見込み及び確保方策
＜市全域＞	 （単位：人日／年）

Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度 Ｒ１１年度

量の見込み① 96,307 93,218 90,660 88,422 87,146

確保量② 96,307 93,218 90,660 88,422 87,146

過不足（②−①） 0 0 0 0 0

【確保方策】
（各区域も同様）在園児対象の事業であるため、確保が可能です。

＜１　九頭竜区域＞	 （単位：人日／年）
Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度 Ｒ１１年度

量の見込み① 16,276 15,754 15,322 14,943 14,728

確保量② 16,276 15,754 15,322 14,943 14,728

過不足（②−①） 0 0 0 0 0

＜２　中部区域＞	 （単位：人日／年）
Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度 Ｒ１１年度

量の見込み① 28,988 28,058 27,289 26,615 26,231

確保量② 28,988 28,058 27,289 26,615 26,231

過不足（②−①） 0 0 0 0 0

＜３　東部区域＞	 （単位：人日／年）
R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

量の見込み① 18,009 17,432 16,953 16,535 16,296

確保量② 18,009 17,432 16,953 16,535 16,296

過不足（②−①） 0 0 0 0 0
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＜４　西部区域＞	 （単位：人日／年）
Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度 Ｒ１１年度

量の見込み① 12,520 12,118 11,786 11,495 11,329

確保量② 12,520 12,118 11,786 11,495 11,329

過不足（②−①） 0 0 0 0 0

＜５　明倫区域＞	 （単位：人日／年）
Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度 Ｒ１１年度

量の見込み① 9,631 9,322 9,066 8,842 8,715

確保量② 9,631 9,322 9,066 8,842 8,715

過不足（②−①） 0 0 0 0 0

＜６　あさむつ区域＞	 （単位：人日／年）
Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度 Ｒ１１年度

量の見込み① 6,741 6,525 6,346 6,190 6,100

確保量② 6,741 6,525 6,346 6,190 6,100

過不足（②−①） 0 0 0 0 0

＜７　川西区域＞	 （単位：人日／年）
Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度 Ｒ１１年度

量の見込み① 1,156 1,119 1,088 1,061 1,046

確保量② 1,156 1,119 1,088 1,061 1,046

過不足（②−①） 0 0 0 0 0

＜８　光区域＞	 （単位：人日／年）
Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度 Ｒ１１年度

量の見込み① 289 280 272 265 261

確保量② 289 280 272 265 261

過不足（②−①） 0 0 0 0 0

＜９　東足羽区域＞	 （単位：人日／年）
Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度 Ｒ１１年度

量の見込み① 2,697 2,610 2,538 2,476 2,440

確保量② 2,697 2,610 2,538 2,476 2,440

過不足（②−①） 0 0 0 0 0
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（５－２）一時預かり事業（幼稚園型を除く）
ア　事業の内容

保育園、認定こども園、その他の場所で、家庭において保育を受けることが困難となった乳
幼児について、主として昼間に、必要な保育を行います。

イ　取組状況	 	 	 	 	 	 	 	 	  （令和５年度）
施設種類 施設数 最大利用可能人数 利用実績
保育所等 91 か所 − 10,756 人日 / 年

トワイライトステイ 2 か所 1,278 人日 / 年 2 人日 / 年
すみずみ子育てサポート事業 11 か所 52,834 人日 / 年 19,212 人日 / 年

計 104 か所 54,112 人日 / 年 29,970 人日 / 年
※トワイライトステイの最大利用可能人数、利用実績には、市外施設1か所を含みます。

ウ　量の見込み及び確保方策
＜市全域＞	 （単位：人日／年）
 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度 Ｒ１１年度

量の見込み① 29,816 29,193 28,810 28,234 27,746
確保量② 64,868 64,868 64,868 64,868 64,868

過不足（②−①） 35,052 35,675 36,058 36,634 37,122
【確保方策】

既存の施設・事業によって対応が可能です。

（６）病児保育事業
ア　事業の内容

病児・病後児を、医療機関等に付設された専用スペースで保育士及び看護師等が一時的に保
育します。

イ　取組状況	          （令和５年度）
保育の種類 施設数 最大利用可能人数 利用実績

病児 2 か所 5,353 人日／年 3,475 人日／年
病後児 4 か所 5,710 人日／年 404 人日／年

計 6 か所 11,063 人日／年 3,879 人日／年
※利用実績には広域利用（市外児）が含まれます。

ウ　量の見込み及び確保方策
＜市全域＞ （単位：人日／年）

Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度 Ｒ１１年度
量の見込み① 5,045 4,922 4,804 4,660 4,533

確保量② 11,960 11,960 11,960 11,960 11,960

過不足（②−①） 6,915 7,038 7,156 7,300 7,427

【確保方策】
既存施設で対応可能です。
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（７）利用者支援事業
ア　事業の内容
こども又はその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提
供及び必要に応じ相談・助言等を行います。

イ　取組状況（令和５年度）
相談受付件数
6,189 件

ウ　量の見込み及び確保方策
＜市全域＞	 （単位：か所）

Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度 Ｒ１１年度
量の見込み 基本型・特定型 1 1 1 1 1
確保量 基本型・特定型 1 1 1 1 1

【確保方策】
福井市こども保育課窓口に専任の職員を配置します。

＜市全域＞	 （単位：か所）

Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度 Ｒ１１年度
量の見込み こども家庭センター型 2 2 2 2 2
確保量 こども家庭センター型 2 2 2 2 2

【確保方策】
福井市こども家庭センター及び分室に専任の職員を配置します。
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（８）妊婦健康診査事業
ア　事業の内容

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、健康状態の把握、検査計測、保健指導を実施すると
ともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた医学的検査を実施します。

イ　取組状況　		　（令和５年度）
利用人数 利用回数
1,723 人 20,508 回

ウ　量の見込み及び確保方策
＜市全域＞

Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度 Ｒ１１年度

量の見込み
人数 1,700 人 1,660 人 1,630 人 1,600 人 1,570 人

健診回数 20,400 回 19,920 回 19,560 回 19,200 回 18,840 回

確保方策 実施場所：県内医療機関、助産所

※健診回数＝各年度の量の見込み人数×１２回（１人当たりの平均受診回数）

（９）乳児家庭全戸訪問事業
ア　事業の内容

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、面接により子育て支援に関する情報提
供や養育環境等の把握を行います。面接できなかった乳児については、乳児健診や予防接種、
医療機関への受診履歴等により全員の実情を把握します。

イ　取組状況　　　 （令和５年度）
利用人数 面接率
1,681人 100％

ウ　量の見込み及び確保方策
＜市全域＞

Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度 Ｒ１１年度
量の見込み 1,700 人 1,668 人 1,638 人 1,609 人 1,580 人

確保方策
実施体制：保健師、助産師、看護師等による訪問
実施機関：福井市こども家庭センター
委託団体：福井県助産師会福井市地区助産師会

※量の見込み＝０歳人口推計
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（１０）養育支援訪問事業
ア　事業の内容
養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅に訪問し、養育に関する助言・指導等を行う
ことにより、適切な養育の実施を確保します。

イ　取組状況（令和５年度）
利用実績
13人

ウ　量の見込み及び確保方策
＜市全域＞

Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度 Ｒ１１年度
量の見込み 40人 40人 40人 40人 40人

確保方策
実施体制：保健師等（専門的相談支援）
実施機関：福井市こども家庭センター

（１１）子育て世帯訪問支援事業
ア　事業の内容
家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる
家庭に対し、家庭や養育環境を整えるため、訪問支援者が訪問し、育児・家事援助等を行います。

イ　取組状況（令和５年度）
利用実績
11人

ウ　量の見込み及び確保方策
＜市全域＞	 （単位：人日／年）

Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度 Ｒ１１年度
量の見込み 161 172 181 192 199
確保量 161 172 181 192 199
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（１２）産後ケア事業
ア　事業の内容

母体管理や生活面の指導、母乳相談、母乳管理、乳児の健康管理及び乳児のお世話、沐浴、
授乳等の育児指導又は育児相談、その他母子の健康保持のための必要な保健指導を宿泊型、通
所型、訪問型で行います。

イ　取組状況（令和５年度）
利用実績

17人

ウ　量の見込み及び確保方策
＜市全域＞ （単位：人日／年）

Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度 Ｒ１１年度

量の見込み 282 287 587 598 608

確保量 282 287 587 598 608

（１３）妊婦等包括相談支援事業
ア　事業の内容

母子健康手帳交付時の面談、妊娠８か月支援の電話及び希望者への面談、乳児家庭全戸訪問
等を行います。

イ　取組状況（令和５年度）
利用実績
4,901 回

ウ　量の見込み及び確保方策
＜市全域＞

Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度 Ｒ１１年度

量の見込み
妊娠届出数 1,700 件 1,660 件 1,630 件 1,600 件 1,570 件

１組当たりの面談回数 3 回 3 回 3 回 3 回 3 回
面談実施合計回数 5,100 回 4,980 回 4,890 回 4,800 回 4,710 回

確保量 5,100 回 4,980 回 4,890 回 4,800 回 4,710 回
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（１４）親子関係形成支援事業
ア　事業の内容
こどもとの関わり方や子育てに悩みや不安を抱えている保護者を対象に、親子の関係性や発
達に応じたこどもとの関わり方等の知識や方法を身につけるため、講義やグループワーク等の
ペアレント・トレーニング等を実施します。また、保護者同士が互いに悩みや不安を相談・共
有し、情報の交換ができる場を提供します。

イ　取組状況（令和５年度）
利用実績
（未実施）

ウ　量の見込み及び確保方策
＜市全域＞	 （単位：人）

Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度 Ｒ１１年度
量の見込み（実人数） 20 20 20 20 20
確保量（実人数） 20 20 20 20 20

（１５）乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）
ア　事業の内容

保育園・幼稚園・認定こども園等に通園していない０歳６か月～２歳児（満３歳児未満）を
対象に、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用でき
る通園支援事業を行います。

イ　取組状況（令和６年１１月末）
利用実績
9人

※令和６年７月より試行

ウ　量の見込み及び確保方策
＜市全域＞	 （単位：人日／月）

Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度 Ｒ１１年度

０歳児
量の見込み 77 76 75 73 72

確保量 89 89 89 89 89

１歳児
量の見込み 20 20 20 20 19

確保量 66 66 66 66 66

２歳児
量の見込み 14 14 14 14 13

確保量 66 66 66 66 66
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　本市では、次の世代を担う人材を育成するため、すべての就学児童が放課後等を安全・安心に
過ごし、多様な体験活動を行うことができるよう、次のとおり放課後児童対策を推進します。

①　放課後児童クラブの年度ごとの見込み及び目標整備量
○　放課後児童クラブ施設の老朽化対策を考慮した整備の検討を進め、学童保育環境の確保を行う。

　目標整備量（確保量）：ｐ．８７～９７参照

②　放課後子ども教室の令和１１年度までの実施計画
○　公民館ブロックごとに１か所設置　

③　放課後児童クラブ及び放課後子ども教室を連携型※1又は校内交流型※2による実施に
関する目標事業量及び推進に関する方策

○　連　携　型 ： １５か所（令和６年度）  ⇒ ２０か所（令和１１年度）

○　校内交流型 ： 　１か所（令和６年度）  ⇒ 　２か所（令和１１年度）

○　放課後児童クラブの放課後児童支援員と、放課後子ども教室の地域コーディネーターに対し、共通

の場で研修を行い、情報共有を図る。

○　校内交流型の実施にあたっては、活動プログラムの企画段階から連携して実施できるよう、両事業

の関係者の協議の場を設定。

 
④　放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の学校施設活用に関する方策

○　放課後児童クラブ及び放課後子ども教室を新たに開設する場合、小学校の余裕教室や公民館等を活

用しながら進める。

⑤　放課後児童対策に関する他部局との連携方策
○　こども未来部所管課を中心に、福祉健康部及び福井市教育委員会など関係部局との連携を密に行い、

総合的に放課後児童対策を推進する。

⑥　特別な配慮を必要とするこどもへの対応
○　放課後児童クラブに専門知識を持つアドバイザーを派遣し、特別な配慮を必要とするこどもが安心

して過ごせる環境整備を進める。

※1 連　携　型:放課後児童クラブと放課後子ども教室が連携し、放課後子ども教室が実施するプログラムに放課後児童
　　　　　　　  クラブの児童が参加できる形態のもの
※2 校内交流型：連携型のうち、同一の小学校内等で放課後児童クラブ及び放課後子ども教室を実施しているもの

放課後児童対策推進に関する取組（旧：新・福井市放課後子ども総合プラン事業計画）
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■出生数及び合計特殊出生率の推移

福井市の出生数　　　　：福井県衛生統計年報人口動態統計
福井市の合計特殊出生率：福井県衛生統計年報人口動態統計及び福井市調べ

■人口推移 （各年１０月１日基準日）

調査年 総数
男 女 女 100 人

につき男
増加数 増加率

（％）実数 指数 実数 指数
大正　9 年 56,639 27,601 21.59 29,038 21.60 95.05 - -  

14 年 59,943 29,002 22.68 30,941 23.01 93.73 3,304 5.83
昭和　5 年 64,199 31,825 24.89 32,374 24.08 98.30 4,256 7.10

10 年 75,273 37,444 29.28 37,829 28.13 98.98 11,074 17.25
15 年 94,595 44,907 35.12 49,688 36.95 90.38 19,322 25.67
22 年 77,320 37,236 29.12 40,084 29.81 92.89 △ 17,275 △ 18.26
25 年 100,691 48,735 38.11 51,956 38.64 93.80 23,371 30.23
30 年 125,304 60,069 46.98 65,235 48.52 92.08 24,613 24.44
35 年 149,823 71,739 56.10 78,084 58.07 91.87 24,519 19.57
40 年 169,636 81,546 63.77 88,090 65.51 92.57 19,813 13.22
45 年 200,509 96,368 75.37 104,141 77.45 92.54 30,873 18.20
50 年 231,364 111,612 87.29 119,752 89.06 93.20 30,855 15.39
55 年 240,962 116,562 91.16 124,400 92.52 93.70 9,598 4.15
60 年 250,261 121,516 95.03 128,745 95.75 94.39 9,299 3.86

平成　2 年 252,743 122,777 96.02 129,966 96.66 94.47 2,482 0.99
7 年 255,604 125,015 97.77 130,589 97.12 95.73 2,861 1.13

12 年 252,274 122,987 96.18 129,287 96.15 95.13 △ 3,330 △ 1.30
17 年 252,220 122,750 96.00 129,470 96.29 94.81 △ 54 △ 0.02
22 年 266,796 128,692 100.65 138,104 102.71 93.18 14,576 5.78
27 年 265,904 128,892 100.80 137,012 101.90 94.07 △ 892 △ 0.33

令和　2 年 262,328 127,867 100.00 134,461 100.00 95.10 △ 3,576 △ 1.34
（国勢調査）

指数：令和2年の福井市の数値を100とした延べ率

1 参考資料

R2

■出生数及び合計特殊出生率の推移

福井市の出生数 福井市の合計特殊出生率 
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■公私立園の入園児童数の推移（施策４）

R1 R2 R3 R4 R5

定員（人） 11,303

入園数（人）

11,477

9,661

11,405

9,643

11,270

9,450

11,382

9,189 8,861

（福井市こども保育課）

287

1,346
1,474

1,879 1,978 2,062

16.4%

73.1%
80.6%

98.3% 98.9% 99.1%
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（人）

（福井市こども保育課） 

■こどもの地域活動参加（施策７）

12.2%

24.3%

14.1%

33.3%

中学生

小学生

福井 全国 福井 全国

19.6%

33.2%

24.9%

36.0%
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小学生
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（Ｒ５全国学力・学習状況調査 生徒・児童質問（国立教育政策研究所）） （Ｒ５全国学力・学習状況調査 生徒・児童質問（国立教育政策研究所）） 

今住んでいる地域の行事に参加している
（「はい」を選択した生徒率）

地域や社会をよくするために何かしてみたいと思う
（「はい」を選択した生徒率）

■キャリア教育プログラムの実施学級数の推移（施策８）
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■キャリア教育プログラムの実施学級数の推移（施策８）
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■障がい児等や医療的ケア児の入園等の状況（施策１５）
○障がい児等の保育園・認定こども園への入園状況（保育を必要とする児童） （毎年度末時点）

Ｈ３１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度

障がい児保育対象児童※１ ５１人 ５０人 ４６人 ４１人 ３７人

ふれあい保育対象児童※ 2 １５６人 １９０人 ２６１人 ２３８人 ２５９人

気になる子※ 3 １，１２１人 １，１３０人 １，１４０人 １，０２９人 １，１１６人

合計① １，３２８人 １，３７０人 １，４４７人 １，３０８人 １，４１２人

全入園児② ８，７０５人 ８，７０９人 ８，６２９人 ８，５０５人 ８，２８４人

障がい児等の割合（①／②） １５．３％ １５．７％ １６．８％ １５．４％ １７．０％
（福井市こども保育課）

○医療的ケア児※4の保育園・認定こども園への入園状況（保育を必要とする児童） （毎年度末時点）

Ｈ３１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度

医療的ケア児 ３人 ２人 ２人 ２人 ３人
（福井市こども保育課）

○障がい児等の放課後児童クラブへの登録状況 （毎年４月１日時点）

Ｈ３１年 Ｒ２年 Ｒ３年 Ｒ４年 Ｒ５年

障がい児等の登録児童※５① ８２人 ９７人 １０５人 １４３人 １４８人

全登録児童② ３，３４０人 ３，３９０人 ３，３６５人 ３，５４６人 ３，５３８人

障がい児等の割合（①／②） ２．５％ ２．９％ ３．１％ ４．０％ ４．２％
（福井市こども育成課）

○障がい児通所支援※６支給決定状況 （毎年度末時点）

Ｈ３１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度

児童発達支援※７ １５１人 １６７人 １８２人 １７３人 ２０５人

放課後等デイサービス※８ ５７０人 ６５８人 ７３１人 ７８６人 ８６１人
（福井市障がい福祉課）

※１　障がい児保育対象児童：特別児童扶養手当支給対象児童
※２　ふれあい保育対象児童：障がい児保育の対象とはならないが、中程度の障がいを有する児童で、福井県子ども療育センター等の専

門機関が認めた児童。又は、療育手帳Ａ１～Ｂ１、身体障害者手帳１～４級の交付を受けている児童。又は、福井市特定教育・保育
施設発達相談会で該当すると判定を受けた児童。

※３　気になる子：発達障がいや知的障がいなどの疑い又は環境や育て方に問題があると思われる児童で、特別な配慮が必要であると保
育士等が判断する児童

※４　医療的ケア児：人工呼吸器を装着している障がい児、その他の日常生活を営むために、医療を要する状態にある障がい児
※５　障がい児等の登録児童：放課後児童クラブの入会時に、医療機関等からの診断書等の書類を提出している児童
※６　障がい児通所支援：障がいのある児童に対し、通所により日常生活における支援や療育を行う障がい福祉サービス
※７　児童発達支援：未就学児の障がい児に対し、必要な療育支援を行う障がい福祉サービス 
※８　放課後等デイサービス：幼稚園及び大学を除く学校に就学している障がい児に対し、放課後や学校の休業日に支援を行う障がい福

祉サービス
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■外国籍のこどもの入園・就学状況（施策１６）
○外国籍のこどもの保育園・認定こども園への入園状況　　

Ｈ３１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度

外国籍児童① -人 ５６人 ５０人 ４６人 ３７人

全入園児童② ９，４５１人 ９，２７５人 ９，０３３人 ８，７４３人 ８，４３３人

外国籍児童の割合（①／②） -％ ０．６％ ０．６％ ０．５％ ０．４％
（福井市こども保育課）

○外国籍のこどもの小学校への就学状況　　
Ｈ３１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度

外国籍児童① ７１人 ７９人 ７１人 ６４人 ６２人

全就学児童② １３，７７７人 １３，４８４人 １３，１８９人 １２，９６５人 １２，７５３人

外国籍児童の割合（①／②） ０．５％ ０．６％ ０．５％ ０．５％ ０．５％
（福井市学校教育課）

○外国籍のこどもの中学校への就学状況　　
Ｈ３１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度

外国籍生徒① ４６人 ４５人 ５３人 ４４人 ４８人

全就学生徒② ６，５６５人 ６，５８７人 ６，６６０人 ６，６３７人 ６，４９０人

外国籍生徒の割合（①／②） ０．７％ ０．７％ ０．８％ ０．７％ ０．７％
（福井市学校教育課）

■安全マップの作成・見直しを行った割合（施策２０）

87.3％ 94.0％ 95.9％ 96.9％100％ 100％ 100％ 100％ 100％

0%

20%

40%

60%

80%

100%

R1 R4 R5R2 R3

保育園・幼稚園・認定こども園 小・中学校

（福井市こども保育課・保健給食課）
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（１）調査の概要

調査名
Ａ　子ども・子育て支援に

関するニーズ調査
（Ｒ５ニーズ調査）

Ｂ　少子化・子育てに関する
福井市民意識調査

（Ｒ５市民意識調査）

Ｃ　こども・若者等に関する
実態調査

 （Ｒ６実態調査）

調査の目的

「福井市こども未来計画」策
定のための基礎資料とするた
め、福井市における子育て支
援施設の利用状況や今後の利
用希望、子育てに関する意識
などを把握する。

「福井市こども未来計画」策
定のための基礎資料とするた
め、結婚、仕事と子育ての両
立、子育て支援、少子化、虐
待等に関する市民の意識など
を把握する。

「福井市こども未来計画」の策定
にあたり、福井市におけるこど
も・若者の生活実態や子育て世
帯の子育てに関する意識などを
把握する。

実施期間 令和６年１月１０日～
1 月３０日

令和６年１月１０日～
１月３０日

令和６年８月２１日～
９月１３日

対象者

令和５年１２月１日現在で、
福井市に住民登録のある就学
前児童の保護者

令和５年１２月１日現在で福
井市に住民登録があり、令和
５年４月 1 日現在で１８歳以
上７４歳以下の男女

令和６年７月２２日現在で福井
市に住民登録があり、以下の条
件に該当する男女
①小学５・６年生、中学生
②高校生（相当年齢）
③若者（１９歳～３９歳）
④保護者（小学生～高校生の親）

調査方法 郵送配布、郵送回収 郵送配布、郵送回収、
インターネット回答

郵送配付、郵送回収、
インターネット回答

回収結果

配布数 ２, ０００通
回収数 ９８０通
回収率 ４９. ０％ 

配布数 ２, ０００通
回収数 ７１９通
回収率 ３６. ０％

2 計画策定に係る調査

①配布数
　回収数
　回収率
②配布数
　回収数
　回収率
③配布数
　回収数
　回収率
④配布数
　回収数
　回収率

１, ２５０通
３８８通

３１. ０％
７５０通

　１９２通
　２５. ６％
２, ０００通
　３７７通
１８. ９％

３, ０００通
　１, ０５８通

３５. ３％
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（２）集計結果

70.9％

53.3％

50.7％

34.8％
14.4％

13.2％

12.9％

12.3％

11.5％

10.0％

6.0％

4.1％

3.0％ 

0.4％

1.5％

0% 20% 40% 60% 80%

子育てにかかる経済的負担の軽減

保育園・認定こども園等や放課後児童クラブの
受け皿の確保と質の向上

仕事と子育てを両立できる職場環境の整備

安全な妊娠・出産の支援と負担の軽減

安全・安心な生活環境の整備
子どもの学力向上、心の育成など生きる力の

育成に向けた教育環境の整備
一時預かり保育等子育て支援の充実
障がいや発達の遅れ、ひとり親等、
特別な支援が必要なこどもへの配慮

親子の健康の確保及び増進

地域における子育て支援体制の整備

虐待などの不適切な養育を受けている
児童に対する支援

家庭における養育力の向上

子育て関連情報の一元的な提供

わからない

その他
n＝971 

（Ｒ５ニーズ調査） 

子育てに重要だと思う支援・施策（複数回答）
■不妊・不育への支援（施策２）

51.3%

43.1%

34.4%

24.2%

13.5%

9.5%

8.6%

6.7%

4.7%

3.3%

1.5%

1.8%

2.4%

7.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

小児緊急医療体制

医療費等の軽減

気軽に相談できる相談窓口
健康管理センターや保育園、幼稚園、認定こども園、

学校における健康診断や健康指導
子どもや親の心理に詳しい専門職員の配置

子どもを取り巻く環境（環境ホルモン、薬物、
感染症など）への対応

食育（望ましい食習慣・栄養など）に関する情報提供

子どもの健康に関わる学習機会や、情報誌・
ホームページなどによる情報の提供

食生活についての栄養指導

口腔衛生に関する保健指導

特になし

その他

わからない

無回答
n=719 

(Ｒ５市民意識調査) 

■小児救急医療の提供（施策３）
こどもの健康を守る上で充実すべき行政サービス（複数回答）

■小児救急医療の提供（施策３）
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■こどもの地域活動参加（施策７）

17.0%

10.8%

16.8%

34.5%

36.3%

0% 10% 20% 30% 40%

文化・芸術活動

清掃などのボランティア

何もしたことがない

スポーツ活動

祭・運動会など

n=388
（Ｒ６実態調査（小・中学生）） 

参加している活動または１年以内に参加した活動

20.0%

27.4%

29.6%

30.0%

44.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

こども同士が集団の中で関わる機会の提供

心の教育（道徳や体験活動など）の充実

一人ひとりの学力や興味に応じた指導

将来の進路や職業について考えさせる機会の提供

こどもの不登校や非行・いじめなどへの適切な対応

n＝719 
（Ｒ５市民意識調査）

学校において必要と思う支援・施策

23.2%

25.5%

26.4%

28.5%

30.9%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

規則正しい生活習慣を身につける機会の提供

こどもが悩みなどを相談できる機関の充実

日常的に文化芸術・スポーツに親しめる機会の提供

社会性などを養うことを目指した、体験学習の提供

家族で過ごす時間を増やす

n＝719 
（Ｒ５市民意識調査）

家庭・地域において必要と思う支援・施策

■こどもにとって必要だと思う支援・施策（施策６・７）
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■結婚に対するイメージ（施策１２）

28.8%

52.7%

31.2%

35.0%

12.7%

5.0%

16.2%

0.8%

1.9%

29.0%

57.6%

28.2%

34.1%

8.2%

19.7%

16.2%

1.1%

1.1%

0% 20% 40% 60%

好きな人と一緒にいることができる

家庭やこどもを持てる

精神的な安らぎや安定が得られる

人生の喜びや悲しみを分かち合える

社会的な信用が得られる

経済的な安定が得られる

親や周囲を安心させられる

その他

無回答

55.0%

36.5%

31.2%

18.8%

16.9%

4.2%

5.8%

2.7%

4.6%

41.2%

24.8%

18.4%

43.2%

36.1%

2.7%

16.0%

2.4%

2.2%

0% 20% 40% 60%

自分の自由になる時間が少なくなる

行動が制限される

自分の自由になるお金が少なくなる

義父母や親戚などの人間関係が複雑になる

家事・育児の負担が多くなる

生活レベルや質がおちる

仕事がしづらくなる・仕事の時間が制限される

その他

無回答

男性 女性

男性 女性

n=711(性別無回答除く) 

（Ｒ５市民意識調査） 

n=711(性別無回答除く) 

（Ｒ５市民意識調査） 

結婚に対するよくないイメージ（複数回答）

結婚に対するよいイメージ（複数回答）

■希望する就職地（施策１１）

36.1%

42.7%

33.2%

42.7%

27.8%

14.6%

2.8%高校生相当
（ｎ＝388）

小・中学生
（ｎ＝192）

0% 20% 40% 80% 100%60%

福井県外 福井市内 福井県内（福井市を除く） 無回答
（Ｒ６実態調査（小・中学生、高校生相当）） 
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6.4%

93.3%

0.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

いる

いない

無回答
n=388

(Ｒ６実態調査（小・中学生）)

お世話をしている家族の有無

56.0%
28.0%

20.0%
16.0%
12.0%
12.0%
8.0%
4.0%
4.0%

0% 20% 40% 60%

困っていることはない
イライラしやすい

とても疲れることがある
友達と遊ぶ時間がない

家の人以外の人と話す時間が減った
勉強する時間がない
眠る時間がない

その他
無回答 n=25 

（Ｒ６実態調査（小・中学生）） 

「いる」と回答した人のうち、
お世話をしていることによって、困っていること（複数回答）

■ヤングケアラー（施策１７）

36.0%
32.0%

24.0%
12.0%
12.0%

8.0%
8.0%
8.0%
8.0%

4.0%

0% 10% 20% 30% 40%

特にない
自分のことについて話を聞いてほしい

勉強を教えてほしい
自分がしているお世話のすべてを誰かに代わってほしい

自由に使える時間がほしい
お金の面で支援してほしい

自分がしているお世話の一部を誰かに代わってほしい
お金の面で支援してほしい
わからない・答えたくない

無回答 n=25
（Ｒ６実態調査（小・中学生）） 

「いる」と回答した人のうち、
まわりの人にしてもらいたいこと（複数回答）

4.7%

89.1%

6.3%

そう思う

そう思わない

わからない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=192
（Ｒ６実態調査（高校生相当））

自分がケアラーだと思うか

17.0%

22.3%

28.6%

9.5%

22.3%

0.3%

0% 30%

思う

やや思う

あまり思わない

思わない

伝えたい意見はない

無回答

15% 

n=377
（Ｒ６実態調査（若者））

自分の意見や思いを伝えたいと思ったこと
■こどもの権利を保障するための体制整備（施策１９）
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56.0%
28.0%

20.0%
16.0%
12.0%
12.0%
8.0%
4.0%
4.0%

0% 20% 40% 60%

困っていることはない
イライラしやすい

とても疲れることがある
友達と遊ぶ時間がない

家の人以外の人と話す時間が減った
勉強する時間がない
眠る時間がない

その他
無回答 n=25 

（Ｒ６実態調査（小・中学生）） 

「いる」と回答した人のうち、
お世話をしていることによって、困っていること（複数回答）

4.7%

89.1%

6.3%

そう思う

そう思わない

わからない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=192
（Ｒ６実態調査（高校生相当））

自分がケアラーだと思うか

67.4%
45.4%

31.0%
27.9%
25.2%
22.3%
15.4%
11.4%
8.5%
0.8%

0% 20% 40% 60% 80%

匿名で（自分が誰か知られずに）伝えることができる

伝えた意見がどのように扱われるかがわかる

ほかの人の意見も知ることができる

伝えたい内容をうまく引き出してくれる役割の人がいる

謝礼がもらえる

伝えた意見が制度や政策に反映されるところまで関わることができる

意見を伝える場に、友達や知り合いと一緒に参加できる

意見の伝え方や伝える意見のテーマについて、前もって学ぶ機会がある

伝えたい意見はない

その他
n=377

（Ｒ６実態調査（若者））

意見を伝えやすくするための工夫やルール

38.9%

55.9%

4.4%

0.7%

0.1%

常にしている

ときどきしている

あまりしていない

まったくしたことがない

無回答

0% 20% 40% 60%

（Ｒ６実態調査（保護者））
n=1,058 

保護者がこどもの意見や要望を取り入れるように意識したこと

35.8％

45.1％

15.8％

3.1％

0.2％

0% 10% 20% 30% 40% 50%

とても感じた

時々感じた

あまり感じなかった

まったく感じなかった

わからない
(Ｒ５ニーズ調査)

n=843

妊娠中や産後の不安や負担感の有無
■子育て支援事業の充実（施策２１）
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■ひとり親家庭への支援（施策２３）

16.7%

39.2%

36.3%

6.9%

0.9%

苦しい

やや苦しい

ふつう

ややゆとりがある

ゆとりがある

0% 10% 20% 30% 40% 50%

n=102
（R6実態調査（保護者））

ひとり親世帯の現在の暮らしの状況

39.4%
6.8%

53.8%
20.6%

2.5%
14.6%

1.8%
6.5%

0% 20% 40% 60%

自分の親族（孫、甥姪など）のこどもの面倒をみたい
子育て支援に関する地域の活動に積極的に参加したい

家族からの要望や機会があれば協力したい
地域からの要望や機会があれば協力したい

協力したくない
わからない
その他
無回答

（Ｒ５市民意識調査）
n=719

子育てについて協力したいこと（複数回答）

■地域の人材と連携した子育て支援機能の向上（施策２６）

74.1％ 
72.3％ 

52.7％ 
52.0％ 
48.0％ 

30.7％ 
23.9％ 
23.0％ 
23.0％ 
21.8％ 
17.7％ 

4.1％ 
8.2％ 

0% 40% 80%

出産や育児による疲労感
十分な睡眠がとれない

イライラしたり落ち込んだりする
自分の時間がもてない

身体面のトラブル（乳房や腰痛など）
子育てに自信がもてない
育児に協力者が足りない

子どもの健康面
子どもが泣き止まない

子どもの育て方、接し方がわからない
経済的な不安

相談する人がいない
その他 n=683

(Ｒ５ニーズ調査)

出産後に不安や負担を感じた内容（複数回答）
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70.9％ 
53.3％ 
50.7％ 

34.8％ 
14.4％ 
13.2％ 
12.9％ 
12.3％ 
11.5％ 
10.7％ 
6.0％ 
4.1％ 
3.0％ 
0.4％ 
1.5％ 

0% 20% 40% 60% 80%

子育てにかかる経済的負担の軽減
保育園・認定こども園や放課後児童クラブ等の

受け皿の確保と質の向上
仕事と子育てを両立できる職場環境の整備

安全な妊娠・出産の支援と負担の軽減

安全・安心な生活環境の整備
子どもの学力向上、心の育成など生きる力の

育成に向けた教育環境の整備
一時預かり保育等子育て支援の充実
障がいや発達の遅れ、ひとり親等、
特別な支援が必要なこどもへの配慮

親子の健康の確保及び増進

地域における子育て支援体制の整備
虐待などの不適切な養育を受けている

児童に対する支援
家庭における教育力の向上

子育て関連情報の一元的な提供

わからない

その他 n＝971 
（R5ニーズ調査）  

子育てに重要だと思う支援・施策（複数回答）

■子育てにやさしい生活環境の整備（施策２７）

71.8%
39.4%
36.2%

26.1%
24.5%
19.1%
19.1%

11.2%
11.7%

11.2%
4.8%
0.5%

0% 20% 40% 60% 80%

あいさつや声掛け
通学路での交通安全指導及び見守り活動

児童の「こども１１０番」、「かけこみ所」への協力
学校、保育園等への送迎、帰路の付き添い

保育園や学校などで行う世代間交流事業への参加
地区環境パトロール

公園等での遊びの見守り
居宅における一時預かり
昔遊びや自然遊びの伝承

育児相談
その他
無回答 n=518

（Ｒ５市民意識調査）

子育てについて地域活動で協力したいこと（複数回答）
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〇自由回答例
【Ｃ　こども・若者等に関する実態調査】

凡例 ①小学５・６年生、中学生
  ②高校生（相当年齢）
  ③若者（１９歳から３９歳）

分野 意見の例 対象者

遊び場・居場所

遊び場を増やしてほしい！ ①

もう少しみんなで遊べる所を作ってほしい。若い人が楽しめる場所がほしい。

CDレコードがある所がほしい。福井に無いナショナルチェーンを作ってほしい。
①

前の公園にゆう具を作って。 ①

駅前で遊べるところをもっと増やしてほしい。 ①

若者が遊べる施設を増やしてほしい。 ①

福井県内に子供が遊べる場所を沢山つくって欲しいです。遊ぶ場所がなくて

困ってます。
①

子供のいやすいところを作ってほしい。 ①

誰もが自分のありのままでいられる環境があるとよりよい地域になるのでは。 ②

もっと学生が遊べる場所(休日や放課後など)を多く作ってほしい。 ②

福井がもっと遊べる場所勉強できる場所にしてほしい。 ②

高校生の遊べる場所が欲しいです。 ②

勉強スペースもっと欲しいです。 ②

今まで以上に駅が賑やかになってきているという印象です。より多くの若者が

遊ぶことができる駅前にしたいです。
③

もっと分かりやすく、行きやすい場だとありがたいと思います。 ③

学校以外の居場所（公共の）があることをもっと伝えてほしい。 ③

進学・就職

もっとお金に困っている家庭の子供でも進学しやすいようにしてほしい。 ②

福井県に戻ってきて就職する大学生に対する支援を充実させてほしいです。 ③

お金の心配なく進学できるようにして欲しい。 ③

どのような職種・会社があるか、また、それぞれの会社の詳しい情報を知る機会が

たくさんあるといいと思います。
③

学び 教師に勉強だけでなく人として大切なことなど勉強以外も教えてほしい。 ②

貧困 僕はひとり親なので、お金がなくてきついです。 ①

支援 障がい者に対しての支援を充実して欲しい。 ③
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ヤングケアラー

お世話の基準が分かりません。相談といってもそんな時間ないし、何を言えば良い

のか分からない。やるべき事はちゃんとやっているし、手伝いも言われたらやって

いる。言われなくても気遣ってやったりしているのだからこれ以上のことは求め

ないで。自分のやっている家事とか仕事は当たり前ではないって言っているのに、

私のやっている手伝いは生活の一部だと言わないで。

①

意見 子供も含め皆の意見を聞いてほしい。 ①

子育て

子育て支援をもっと充実させてほしいです。 ③

子どもたちへの政策の充実を求めたいです。 ③

子供が産まれてからの支援。 ③

その他 自分や若者の夢、持っている才能を発揮、認めて、無いとしても見つけてほしい。 ③
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「子どもの意見を大切に！！」
「友達と比べないでほしい」

「個性を認める」

〇ワークショップの様子及び意見の例

（３）福井市こども未来条例制定に向けたこども・若者の意見聴取
　令和６年度上半期に「福井市こども未来条例」の制定に向け、こども・若者等から意見聴取を実施
しました。小・中学校、高校、大学、特別支援学校、児童養護施設、こども食堂、障がい福祉サービス
提供事業所などにご協力いただき、ワークショップとアンケートにより、３,２３４件の意見をいた
だきました。
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「きょうだい全員の扱いを
平等にしてほしい」
「ほめてほしい！」

「街灯少なくて夜怖い」
「でかいイオンほしい」

「暴力的にしからない」
「愛情もって！褒めるときも、

怒るときも」
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「教育格差や貧困をなくす」
「居場所をつくる」
「多様性の尊重」

イベントでWeb アンケートの
周知を行いました。

〇WEB アンケート・街頭啓発
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年度・月 社会福祉審議会
こども専門分科会※

こども未来
推進本部会議 調査・策定等

Ｒ５ １２月 １２/４ 第２回
◇第二期計画進捗

１月

１/１０～１/ ３０
◇福井市子ども・子育
て支援に関するニーズ
調査
◇少子化・子育てに関
する福井市民意識調査

Ｒ６ ６月

６/ ２７ 第１回
◇「( 仮称 ) こども計画」策定に
向けた説明
◇こども・若者等への実態調査

７月

７/１１ 第１回
◇「( 仮称 ) こども計画」策定に
向けた説明
◇こども・若者等への実態調査

８月

８/ ２２ 第２回
◇「( 仮称 ) こども計画」策定に
向けた説明
◇教育・保育事業及び地域子ど
も・子育て支援事業の「量の見
込み」と「確保方策」

８/ １５ 第２回
◇「( 仮称 ) こども計画」策定に
向けた説明
◇教育・保育事業及び地域子ど
も・子育て支援事業の「量の見
込み」と「確保方策」

８/ ２１～９/１３
◇福井市こども・若者
等に関する実態調査

９月

１０月
１０/ ２９ 第３回
◇「福井市こども未来計画」( 案 )
の説明

１１月
１１/ ８ 第３回
◇「福井市こども未来計画」( 案 )
の説明

１２月 １２/ ２～１２/ ２７
パブリック・コメント

１月
１/ ２１ 第４回
◇パブリック・コメントの結果

１/１５ 第４回
◇パブリック・コメントの結果

２月

３月 計画策定・公表
※令和６年６月までの分科会名は「児童福祉専門分科会」

3 計画策定の経過
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目次

前文

第１章　総則（第１条・第２条）

第２章　基本理念（第３条・第４条）

第３章　こどもの権利等（第５条）

第４章　それぞれの果たすべき役割（第６条−第１０条）

第５章　基本となる施策（第１１条−第１６条）

第６章　雑則（第１７条）

附則

こどもは、未来をつくる大切な存在であり、希望です。

　かけがえの無い個性を持ち、未来への無限の可能性を秘めた、こどもたちの一人ひとりが、愛情

や思いやり、人と人との触れ合いや支え合いの中で、個性豊かにのびのびと育まれることができる

社会は、全ての市民の理想とするところです。

　私たちは、こどもを権利の主体として尊重し、さらに、こどもが自らの可能性を広げられるよう

社会全体でこどもの成長を応援することにより、こどもの未来が輝くまちの実現を目指すため、こ

の条例を制定します。

　　　第１章　総則
（目的）

第１条　この条例は、こどもを育む上での基本理念を定め、市、保護者、地域住民等、学校等及び事

業者の果たすべき役割を明らかにし、市の施策の基本となる事項を定めることにより、社会全体

でこどもの成長を応援し、こどもの未来が輝くまちを実現することを目的とする。

（定義）

第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１）　こども　心身の発達の過程にある者をいう。

（２）　保護者　親権を行う者、未成年後見人その他こどもを現に監護する者をいう。

4

１　福井市こども未来条例

条例等
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（３）　地域住民等　こどもが生活する地域の住民及び団体をいう。

（４）　学校等　学校その他こどもが学び、又は育つことを目的として通学し、通園し、通所し、又

は入所する施設等をいう。

（５）　事業者　市内において事業活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。

　　　第２章　基本理念
第３条　こどもの未来が輝くまちを実現するための基本理念は、次に掲げるとおりとする。

（１）　こどもが未来への希望を持ち健やかに成長できるよう、社会全体でこどもを育む環境を整

備すること。

（２）　こどもが自らの思いや意見を自由に表明することや、権利の主体であることを尊重すること。

（３）　こどもの最善の利益を実現するため、こどもが自らの個性や能力を最大限に発揮しながら

成長することができるよう必要な支援を行うこと。

（４）　こどもの主体的に生きる力を育み、未来を築いていくために必要な社会性や自立心、たく

ましさや優しさを養うこと。

（５）　市、保護者、地域住民等、学校等及び事業者は、それぞれの役割を果たし、かつ、相互に連携

協力すること。

第４条　全てのこどもは、前条に定める基本理念の下に育まれ、障がいの有無や、国籍の違い等に

かかわらず、個人の属性や置かれた状況に応じて必要な支援を受けることができる。

　　　第３章　こどもの権利等
　（こどもの権利及び他者の権利の尊重）

第５条　こどもには、安心して自分らしく生きるために次に掲げる権利が保障され、また、何人も、

その権利を侵害してはならない。

（１）　自分の個性や他人との違いを認められ、一人の人間として尊重されること。

（２）　自分の意思や考えを自由に表現し、自分に関することを主体的に決めること。

（３）　自分自身の夢や希望を持ち、可能性に挑戦すること。

（４）　性別、年齢、障がいの有無、国籍や宗教など、いかなる理由を元とした差別も受けないこと。

（５）　いじめ、虐待、体罰その他身体的、精神的暴力や不適切な環境から守られ、プライバシー及

び名誉が守られた、安全で安心な環境で生活すること。

（６）　悩みや困りごとを相談し、支援を受けることができ、一人ひとりが大切にされ、健やかに育

つための環境を求めること。
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２　こどもは、自分の権利が保障されるのと同様に、他者の権利を尊重しなければならない。

　　　第４章　それぞれの果たすべき役割
（市の役割）

第６条　市は、この条例の基本理念にのっとり、こどもの意見を踏まえながら、こどもを社会全体

で育むための施策を策定し、総合的、計画的に推進するとともに、関係機関がそれぞれの役割を果

たせるよう支援し、相互に連携及び協力するものとする。

（保護者の役割）

第７条　保護者は、家庭がこどもの心身の成長及び人格の形成にとって最も大きな役割を担ってい

ることを認識するとともに、こどもの個性と人格を尊重し、こどもが社会の中で生きていく力を

育むことができるよう支え、また、こどもと向き合い、こどもが家庭において心身ともに安らかに

過ごすことができるよう努めるものとする。

（地域住民等の役割）

第８条　地域住民等は、こどもが安心して遊び、学ぶことができるよう、その地域においてこども

を見守るとともに、地域がこどもの豊かな人間性及び社会性を育む場であることを認識し、地域

で行われる行事等において、多様な世代やこども同士の交流及び様々な体験の機会を積極的にこ

どもに提供するよう努めるものとする。

（学校等の役割）

第９条　学校等は、こどもの興味や関心を引き出すことにより、こどもが心身ともに健やかに成長

し、主体的に生きる力を身に付けることや、その能力を高めること、可能性を最大限に広げること

ができるよう取り組むとともに、こどもが安全かつ安心に育ち、学ぶことのできる場となるよう

努めるものとする。

（事業者の役割）

第１０条　事業者は、職場環境や事業活動がこどもを育てる家庭やこどもの育成に与える影響の大

きさを認識し、雇用する従業員が子育てと仕事を両立できるよう必要な環境の整備及び従業員へ

の周知を行うとともに、こどもが社会の仕組みや様々な職業、地域における産業等に対する興味

を持ち、理解を深めることができる機会の提供に努めるものとする。
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　　　第５章　基本となる施策

（こどもの育ちの支援）

第１１条　市は、こどもが健やかに成長することができるよう、安全で安心できる環境を整備する

とともに、こどもの成長段階に応じた支援を切れ目なく行うものとする。

　（遊びや多様な経験、学び等の機会の提供）

第１２条　市は、こどもが豊かな自己を育み、可能性を広げることができるよう、遊びや多様な経験、

学び等の機会や場所の提供を図るとともに、参加できる環境を整えるものとする。

（こどもの状況に応じた適切な支援等）

第１３条　市は、次に掲げる状況にあるこどもが、この条例の基本理念に基づき育まれるよう特に

配慮することとし、第１１条に定める支援や、前条に定める遊びや多様な経験、学び等の機会の提

供について適切に行うものとする。

（１）　身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい等の障がいのあるこどもや、医療的ケア

が必要なこども

（２）　国外から帰国したこどもや外国籍のこども、両親とも又はそのいずれか一方が外国人であ

るこども

（３）　虐待を受けている又はそのおそれがあるこども

（４）　いじめを受けているこども

（５）　不登校のこども

（６）　家事や家族の世話、介護等を行うなどの過度な負担を抱えているこども

（７）　家庭、学校又は地域で孤立しているなど居場所の支援が必要なこども

（８）　前各号に定めるほか、特に支援が必要なこども

（子育て家庭等への支援）

第１４条　市は、市民が安心してこどもを出産し、育てることができるよう、妊産婦、保護者等に対

してそれぞれの段階における必要な支援を行うものとする。

２　前項に定める施策については、経済的に困難な家庭やひとり親家庭など、様々な状況にある家

庭に対し、その状況に応じた適切な支援や、こどもを育てやすい環境の整備に努めるものとする。

（支援情報の提供及び相談体制の充実）

第１５条　市は、こども及び保護者が必要な支援を受けられるように適切な情報提供を行うほか、

安心して悩みを相談できるよう、国、県、学校等、事業者その他の関係機関と連携し、その体制の

充実を図るものとする。
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（周知）

第１６条　市は、この条例の趣旨について、こどもを含めた全ての市民の関心を高め、理解を深め

るため、必要な周知を行うものとする。

　　　第６章　雑則

（委任）

第１７条　この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

　　　附　則

　この条例は、令和７年４月１日から施行する。
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（趣旨）

第１条　この条例は、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号。以下「法」という。）第７条第１項の審

議会その他の合議制の機関に関し、法及び社会福祉法施行令（昭和３３年政令第１８５号）に定め

るもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（名称）

第２条　前条の審議会その他の合議制の機関の名称は、福井市社会福祉審議会（以下「審議会」とい

う。）とする。

（調査審議事項）

第３条　審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

（１）　法第７条第１項に規定する社会福祉に関する事項

（２）　法第１２条第１項に規定する児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項

（３）　子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第７２条第１項各号に掲げる事項

（４）　就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法

律第７７号）第１７条第３項、第２１条第２項及び第２２条第２項に関する事項

（５）　こども基本法（令和４年法律第７７号）第２条第２項に規定するこども施策の推進並びに同

法第１０条第２項に規定する市町村こども計画の策定及び変更に関する事項

（６）　前各号に掲げるもののほか、社会福祉について市長が必要と認める事項

　（委員の任期）

第４条　審議会の委員の任期は、３年とする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠の委員

の任期は、前任者の残任期間とする。

２　審議会の委員は、再任されることができる。

　（臨時委員）

第５条　審議会に、法第９条第１項の特別の事項（以下「特別の事項」という。）を調査審議するため、

臨時委員を置く。

２　福井市社会福祉審議会条例
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　（委員長の職務代理者）

第６条　審議会の委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名

する委員がその職務を代理する。

（会議）

第７条　審議会は、必要に応じ委員長が招集する。ただし、委員長は、委員の４分の１以上が審議す

べき事項を示して招集を請求したときは、審議会を招集しなければならない。

２　審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

３　委員長は、審議会の議長となり、会務を総理する。

４　審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

５　特別の事項について会議を開き、議事を決する場合における第２項及び前項の規定の適用につ

いては、臨時委員は、委員とみなす。

（専門分科会の組織等）

第８条　審議会に、社会福祉における専門的な事項を調査審議するため、次に掲げる専門分科会を

置く。
名称 担任事務

民生委員審査専門分科会 民生委員の適否の審査に関すること。

障がい者福祉専門分科会 法第１１条第１項の規定により身体障害者福祉専門部会が調査審議す

ることとされている身体障がい者の福祉に関すること及び障がい者

の福祉に関すること。

高齢者福祉専門分科会 高齢者の福祉に関すること。

こども専門分科会 法第１２条第１項において読み替えて適用する法第１１条第１項の規定

により児童福祉専門分科会が調査審議することとされている児童福

祉に関すること及びこどもに関する施策、計画等に関すること。

地域福祉専門分科会 地域福祉の推進に関すること。

２　審議会の専門分科会（民生委員審査専門分科会を除く。以下この条において同じ。）に属すべき

委員及び臨時委員は、委員長が指名する。

３　審議会の各専門分科会に専門分科会長を置き、その専門分科会に属する委員及び臨時委員の互

選によってこれを定める。
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４　専門分科会長は、その専門分科会の会務を掌理する。

５　専門分科会長に事故があるとき、又は専門分科会長が欠けたときは、あらかじめ専門分科会長

が指名する委員又は臨時委員がその職務を代理する。

６　各専門分科会の決議は、これをもって審議会の決議とすることができる。

（民生委員審査専門分科会への準用）

第９条　前条第３項の規定は、民生委員審査専門分科会について準用する。この場合において、同

項中「委員及び臨時委員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。

２　前項において準用する前条第３項の規定により民生委員審査専門分科会に置かれる専門分科

会長については、同条第４項及び第５項の規定を準用する。この場合において、同項中「委員又は

臨時委員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。

（審査部会）

第１０条　社会福祉法施行令第３条第１項の審査部会においては、身体障害者の障害程度の審査に

関する事項のほか、別に定める事項を調査審議することができるものとする。この場合において、

審議会は、当該事項に関して諮問を受けたときは、当該審査部会の決議をもって審議会の決議と

することができる。

（意見の聴取等）

第１１条　審議会は、調査審議のために必要があると認めるときは、他の専門機関に意見若しくは

説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

（委員の守秘義務）

第１２条　委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、

また、同様とする。

（庶務）

第１３条　審議会の庶務は、福祉健康部において処理する。

　（その他）

第１４条　この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮っ

て定める。
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　　　附　則

（施行期日）

１　この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

（経過措置）

２　この条例の施行の日の前日において、次項による改正前の福井市附属機関設置条例第２条に規

定する福井市障害者施策推進協議会の委員である者は、この条例の施行の日に法第８条の規定に

より任命された委員とみなす。この場合において、当該委員は、第８条第１項の障がい者福祉専

門分科会に属するものとする。

（福井市附属機関設置条例の一部改正）

３　福井市附属機関設置条例（平成１０年福井市条例第１８号）の一部を次のように改正する。

　　　　〔次のよう〕略

　　　附　則（令和４年３月２３日条例第４号抄）

（施行期日）

１　この条例は、令和４年４月１日から施行する。

　　　附　則（令和５年３月２２日条例第２０号）

　この条例は、令和５年４月１日から施行する。

　　　附　則（令和６年３月１９日条例第２６号抄）

（施行期日）

１　この条例は、令和６年４月１日から施行する。

　　　附　則（令和６年６月２０日条例第３７号）

　この条例は、公布の日から施行する。
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　（趣旨）　

第１条　この要綱は、福井市社会福祉審議会条例（平成３０年福井市条例第４４号）及び福井市社会

福祉審議会運営規程に定めるもののほか、福井市社会福祉審議会こども専門分科会（以下「専門分

科会」という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

　（組織）

第２条　専門分科会は、次に掲げる者のうちから２０名以内で組織する。

（１）　学識経験を有する者

（２）　事業主を代表する者

（３）　労働者を代表する者

（４）　児童福祉に関係する事業に従事する者

（５）　学校教育に従事する者

（６）　母子・父子・寡婦の福祉に関係する事業に従事する者

（７）　地域において子育て支援に従事する者

（８）　男女共同参画に関係する事業に従事する者

（９）　子どもの保護者

（１０）　就労支援事業者

（１１)　前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

　（調査審議事項）

第３条　専門分科会は、次に掲げる事項について調査審議する。

（１）　社会福祉法（平成２６年法律第４５号）第１２条第１項に規定する児童福祉に関する事項

（２）　子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第７２条第１項第１号に規定する特定教育・

保育施設の利用定員の設定及び第２号に規定する特定地域型保育事業の利用定員の設定に関

する事項

（３）　こども基本法第１０条に規定する市町村こども計画の策定又は変更に関する事項

（４）　こども基本法第１１条に規定するこども施策の策定、実施及び評価に関する事項

（５）　児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第８条第９項に規定する芸能、出版物、玩具、遊戯

等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対する必要な勧告に関す

る事項

３　福井市社会福祉審議会こども専門分科会運営要綱
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（６）　児童福祉法第３４条の１５第４項に規定する家庭的保育事業等の認可に関する事項

（７）　児童福祉法第３５条第６項に規定する保育所の設置認可に関する事項

（８）　児童福祉法第４６条第４項に規定する児童福祉施設の事業の停止命令に関する事項

（９）　児童福祉法第５９条第５項に規定する無届又は無認可の児童福祉施設の事業停止又は施設

の閉鎖命令に関する事項

（１０）　就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年

法律第７７号）第１７条第３項に規定する幼保連携型認定こども園の設置又は廃止等、第２１

条第２項に規定する幼保連携型認定こども園の事業の停止又は施設の閉鎖命令及び第２２条

第２項に規定する幼保連携型認定こども園の認可の取消しに関する事項

（１１）　母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令（昭和３９年政令第２２４号）第１３条に規定する

母子福祉資金貸付金の貸付けの停止に関する事項

（１２）　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

２　前項第２号の利用定員の設定、同項第７号の家庭的保育事業等の認可、同項第８号の保育所の

設置認可及び同条第１１号の幼保連携型認定こども園の設置認可に際し、本市の施設整備に関す

る補助金の交付を必要とする場合は、当該補助金に係る予算の編成時までに、設置の必要性につ

いて調査審議を行うものとする。

　　附　則

（施行期日）

１　この要綱は、令和元年６月２１日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。

２　この要綱は、令和６年６月２０日から施行する。
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区分 氏名 団体名 役職等

1 学識経験者 会長 
西村  重稀 仁愛大学 名誉教授

2 学識経験者 副会長 
青井  夕貴 仁愛大学人間生活学部子ども教育学科 准教授

3 事業主代表 藤川  博史 福井商工会議所 理事・事務局長

4 労働者代表 堀川  昌市 連合福井　福井地域協議会 事務局長

5 児童福祉関係事業従事者 澤田  夏彦 公益社団法人 福井市民間幼児教育連盟 会長

6 児童福祉関係事業従事者 杉山  聡理 福井市私立幼稚園・認定こども園協会 副会長

7 児童福祉関係事業従事者 南  恵美子 福井市児童クラブ連絡協議会 顧問

8 児童福祉関係事業従事者 鰐渕  弥生 社会福祉法人 
福井市社会福祉協議会 総務企画課課長

9 児童福祉関係事業従事者 木村  美由紀 福井県民生活協同組合 福祉事業部 
子育て支援課長

10 学校教育従事者 西行  智美 福井市小学校長会 春山小学校校長

11 母子・父子・寡婦の福祉関係
事業従事者 後藤  優子 福井市母子寡婦福祉連合会 副会長

12 地域における 
子育て支援従事者 松田  久美子 福井市民生児童委員協議会連合会 主任児童委員部会会長

13 地域における 
子育て支援従事者 瀬戸  百合子 福井市保健衛生推進員会 会長

14 地域における 
子育て支援従事者 川端  起代美 一般社団法人　福井県助産師会 会長

15 男女共同参画関係事業従事者 奥村  祥子 福井男女共同参画ネットワーク 顧問

16 就労支援事業者 山内  伸二 福井公共職業安定所 所長

17 児童福祉関係事業従事者 天方  あすか 特定非営利活動法人
福井県子どもNPOセンター 事務局長

４　福井市社会福祉審議会 こども専門分科会委員（令和６年度）
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（設置）

第１条　本市におけるこどもの成長を応援し、こどもの未来が輝くまちを実現するための施策を全
庁的な体制の下で総合的に推進するため、福井市こども未来推進本部（以下「推進本部」という。）
を設置する。

（所掌事務）

第２条　推進本部は、前条の目的を達成するために、次の事項を審議し、及び推進する。
（１）　こども計画の策定及び推進に関すること。
（２）　こども施策の推進に係る基本事項及び重要事項の決定並びに関係部局間の連絡調整に関す

ること。
（３）　その他本部長が必要と認めること。

（組織）

第３条　推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
２　本部長は、副市長をもって充てる。
３　副本部長は、こども未来部長をもって充てる。
４　本部員は、福井市政策調整会議及び連絡調整会議に関する訓令（平成１９年福井市訓令甲第８
号）第１３条第１項各号に掲げる者及び同条第２項に規定する者をもって充てる。

（職務）

第４条　本部長は、推進本部の事務を総理する。
２　副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、本部長の
指定するところによりその職務を代理する。

（会議）

第５条　推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、主宰する。
２　本部長は、第１条の目的を達成するため、必要と認めるときは、推進本部の会議に関係者の出
席を求め、その意見、説明等を聴くことができる。

５　福井市こども未来推進本部設置規定
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（幹事会）

第６条　推進本部に、こども計画の進捗管理について審議及び調整をさせるため、幹事会を置く。
２　幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。
３　幹事長は、こども未来部長をもって充てる。
４　副幹事長は、こども未来部次長をもって充てる。
５　幹事は、別表に掲げる者をもって充てる。
６　第４条第１項及び前条第２項の規定は幹事長について、第４条第２項の規定は副幹事長について、
前条第１項の規定は幹事会について、それぞれ準用する。

（部会）

第７条　幹事会は、個別的事項の調査及び検討を行わせるため、必要に応じて部会を設けることが
できる。
２　部会は、幹事会が指名した部会長及び部会員で構成する。

（庶務）

第８条　推進本部の庶務は、こども未来部こども政策課において処理する。

　（委任）
第９条　この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。
　　　附　則
　この訓令は、令和６年６月１３日から施行する。

別表（第６条関係）

総務部次長　総務部市長公室長　財政部次長　市民生活部次長　福祉健康部次長　福祉
事務所長　商工労働部次長　農林水産部次長　都市政策部次長　建設部次長　危機管理
副監　消防局次長　教育次長
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